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基本チェックリストによる事業対象者が訪問サービスを利用していたが、要支援認定申請を行い、介護予防支援の暫定プラン
に基づいて訪問サービスと福祉用具貸与を利用していたところ、要介護１と判定された場合は、訪問サービスの利用分は全額自
己負担になるのか。 【第４ サービス利用の流れ 問４】 ※表現の若干の修正有り
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要介護１

総合事業【全額自己負担※】総合事業（訪問サービス)

介護給付（福祉用具貸与）

要介護者はサービス事業を利用できないため、訪問サービスの利用分が全額自己負担になり、福祉用具貸与分
のみ給付対象となる。※予防専門型サービスに限り、従来の暫定ケアプランと同様のみなし対応を可能とする。

総合事業（訪問サービス）

介護給付（福祉用具貸与）介護給付【全額自己負担】

訪問サービスの利用分を事業で請求することができるが、事業対象者は介護給付を利用できないため、福祉用具
貸与が全額自己負担となる。要介護等状態区分と異なる請求となる場合に、別添の届出書の提出が必要。
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